
　市は、令和４年 12 月からスタートした
しぶかわ電子地域通貨「渋 P

ペ イ
ay」の決済額

の１％を渋 Pay 加盟店に負担いただいて、
地域貢献協力金（応援金）として、「将来世
代への投資」を目的とする事業に活用して
います。
　今年度は、学校図書の充実に加え、児
童生徒の意見を参考としながら、各小中
学校の教育活動に必要な校用備品を購入
して、学校ごとに取り組んでいる魅力あ
る学校づくりを支援しています。
　学校の渋 Pay１％応援金活用状況を３
回にわたってお知らせします。
　詳しくは、二学校教育課（ ㉒2121）へ。

渋 Pay １％応援金を活用して渋 Pay １％応援金を活用して

「魅力ある学校づくり」を「魅力ある学校づくり」を
支援しています支援しています

中学校
普段の授業、課外活動、部活動
での活用物品や体育行事のため
の物品を中心に購入しています。

小学校
休み時間などに利用できる物品
や体育用備品などを中心に購入
しています。

 子持中学校 
　綱引き用の綱を購入しました。陽校
祭（体育祭）実行委員会が綱引き復活を
計画するとともに、安全面に不安があ
る綱を渋 Pay を活用し購入できないか
と希望したからです。新しい綱での第
１回陽校祭は大変盛り上がりました。

 三原田小学校 
　三原田小学校
は、サッカーボ 
ールを購入しま
した。休み時間
や放課後などに、
子どもたちは元
気にサッカーを
楽しんでいます。

渋Payの流れ
加盟店が負担する

決済額の１％を将来世代へ投資

加盟店は決済額１％を負担

渋川市

加盟店
渋Payによる販売、サービスの提供

市民など渋Payの
チャージ（購入）

渋Payの発行渋Payの発行

渋Pay
利用分
の代金を
振り込み

渋Payで
商品購入
または

サービスの
利用
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▲�国保税
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　ページ

▲後期保険料
　市ホーム
　ページ
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付
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後期高齢者医療保険料
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徴
収
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と
な
る
人

①介護保険料が年金天引きされている
②�特別徴収対象年金額（年金天引きの対象とな
る年金額）が年間 18万円以上
③�介護保険料と後期保険料の合計が、特別徴
収対象年金額の２分の１を超えない
④�納付方法変更申出により口座振替に変更し
ていない

令和７年４月から
新規で年金からの天引きとなる世帯または人

これまで納付書または口座振替で納付していた
令和６年度の年間保険税（料）を年金支給回数（６回）で
割った額を４•６• ８月に年金から仮徴収します

国民健康保険税
仮
徴
収
の
対
象
と
な
る
世
帯

①��世帯主の介護保険料が年金天引きされている
②世帯主が国保に加入している
③世帯の国保加入者の全員が 65歳以上 75歳未満
④�世帯主の特別徴収対象年金額（年金天引きの
対象となる年金額）が年間 18万円以上
⑤�介護保険料と国保税の合計が、世帯主の特
別徴収対象年金額の２分の１を超えない
⑥年度内に 75歳になる加入者がいない
⑦�納付方法変更申出により口座振替に変更し
ていない

すでに年金から天引きされている世帯または人

令和７年２月の年金から天引きされた金額と
同額を４•６• ８月に仮徴収します
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